
  

（４）経営事項審査の審査項目に必要な知識及び技術又は技能の向上に取り組

む技術者及び技能者を追加することについて ② 

 

「技能者点」の評価方法については、「基準日前３年間における能力評価基準

でレベル２以上にアップした建設技能者の雇用状況」をもって評価し、最高で

10 点を想定しています。 

能力評価基準は建設キャリアアップシステム（CCUS）を活用して策定されます。同システム

（CCUS）に蓄積される技能者の保有資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を活用して策

定された技能者の能力評価基準に基づき、技能者の技能が４段階のレベルで客観的に評価され

るようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「改正建設業法について ～建設業法、入契法、品確法の一体的改正について～」 

国土交通省中部地方整備局建設産業課、令和２年 10 月より抜粋 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設キャリアップシステム（CCUS）の具体的な内容や申請方法等は、下記ホームページより

ご確認ください。 

 

■ 建設キャリアアップシステム ホーム 

https://www.ccus.jp/ 

 


